
2016年あなたの暮らしはこう変わる
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■時間相談 ……1時間まで3000円　2時間まで5000円
　教育資金・老後資金・相続・住宅ローン・保険の見直しや商品選択、確定拠出年金など何でも相談できます

■マイホーム資金・住宅ローン相談 ………………… 3万円
　無理のない予算額、頭金や購入時期、最適な住宅ローン・生命保険・火災保険など、マイホーム購入にまつわる
　マネープランについて何でも、マイホーム購入まで時間を気にせず相談できます

■退職資金・マネープラン相談 ……………………… 3万円
　退職後の手続き、年金や保険、退職資金計画など退職後の生活設計について何でも、
　時間を気にせず相談できます

要予約
●平日/10:00～19:00 ●土日/10:00～17:00

暮らしのマネープラン相談センター
㈱ＦＰサポート研究所 http://www.fpsl.co.jp/

　2016年も私たちの暮らしにかかわる制度
の改正が行われます。
　1月からスタートするのが、マイナンバー
（社会保障・税番号制度）です。すでに送られ
てきている12けたのマイナンバーですが、1
月からは、身分証明書としても利用でき、申
請すれば発行される「個人番号カード」の交
付が開始されます。マイナンバーは、当面は
税金関係や雇用関係に利用され、今後は銀
行口座や医療分野などへの応用が検討され
ています。
　同じく1月から20歳以上の個人投資家が
利用できる「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」
の1年間の非課税利用枠が20万円分拡大さ
れ、年間100万円から120万円に拡充され
ます。また、未成年者を対象にした「ジュニア
ＮＩＳＡ」は、1月から口座開設がスタートし、4
月から取り引きができるようになります。なお
ジュニアＮＩＳＡの非課税枠は、年間80万円
です。
　子育て支援としては、4月から年収が360
万円未満の世帯を中心に幼稚園や保育所の
利用料の負担が軽くなります。現在、幼稚園
では、第1子が小学校3年以下の場合、第2
子の幼稚園代が半額、3人目以降は無料で
す。保育所も第１子が小学校就学前なら同じ
ように第2子が半額、3人目以降は無料と、保
育料は軽減されていますが、現在国会で審
議されている予算案が通ると、4月以降年収
が360万円未満の世帯では学年の制限がな
くなり、第1子が何歳でも第2子は半額、第3
子以降は無料となり、子育て負担の軽減に
つながりそうです。
　同じく4月から家計に大きな影響がありそ
うなのが、電気の小売業への参入の全面自

由化です。様々な事業者が電気の小売市場
に参入してくることで電力会社の選択が可
能になります。それぞれの小売業者が顧客獲
得のため創意工夫をしてくることで、サービ
スの種類や内容が多様化して、料金メニュー
の幅も広がるようなるでしょう。上手に選べ
ば電気料金も通信料金も一緒に節約ができ
るかもしれません。
　今年の制度改正の特徴の一つに、所得が
高い会社員等の負担が重くなる点がありま
す。1月からは、年収が1200万円を超える会
社員や公務員の所得税の増税（対象者は全
国で約120万人）が始まり、さらに4月からは
健康保険料の引き上げもあり、月収で123
万5千円以上の人（対象者は約30万人）は
月1万円ほど負担が増えるなど、2016年か
らは高所得者は負担増が始まります。
　パートの人も負担増になる制度改正が10
月から行われます。ただし、制度改正の対象
者は、従業員が501人以上の企業に限られ
るので、対象者は約25万人です。制度改正
の内容は、年金や健康保険の保険料が発生
するパートの労働時間が「週30時間以上」
から「週20時間以上」に引き下がります。こ
れに伴って、健康保険の扶養者になれる年
収の要件が「年収130万円以上」から「年収
106万以上」に下がること
になります。
　今年もコラムを通じて、
知らないで損することがな
いように、様々な情報を分
かりやすく皆様にお届けし
ていきたいと思います。


